
資料21－1－14    政策金融機関及び日本郵政公社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】 （平成16年6月30日現在）

政 策 金 融 機 関 等 名

日 本 政 策 投 資 銀 行 15. 8. 18 15. 9. 1 15. 10. 20 15. 12. 24

国 際 協 力 銀 行 15. 8. 18 15. 9. 1 15. 10. 24 15. 12. 24

日 本 郵 政 公 社 15. 11. 19 15. 12. 4 16. 3. 11 16. 6. 29

商 工 組 合 中 央 金 庫 16. 3. 29 16. 4. 12 16. 6. 21

国 民 生 活 金 融 公 庫 16. 3. 29 16. 4. 12 16. 6. 15

（注1) 商工組合中央金庫については、本店の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把握を行って
　　 いる。

（注） 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）

      をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

      （立入検査の根拠法令は資料21－1－20を参照）

予 告 日立入検査開始日立入検査終了日検査結果通知日
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